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第5章 共通施策

イ 公害防止施設の整備拡充等
a．地方公共団体が実施した事業

平成18（2006）年度には公害対策事業と
して、流域下水道整備事業、公共下水道整備
事業、公害保健対策事業等が実施され、約
106億円が投資されました。

また、公害関連事業として、公園緑地等整
備事業、交通対策事業、地盤沈下対策事業等
が実施され、約53億円が投資されました。

b．企業が実施した事業
平成18（2006）年度には公害防止計画協

力33工場で実施された公害防止施設の整備
等の事業は投資総額で約53億円です。

1－3 環境保全協定締結の推進

三重県環境基本条例第５条では、事業者の責務
として「事業者は、市町長等と環境の保全に関す
る協定を締結するように努めなければならない」
と規定しています。

環境保全協定は、従来の公害防止協定の範囲を
広げ、緑化の推進等の自然環境の保全に関する項
目を含むものであり、環境関係の諸法令等を補完
するものとして、地域の自然的、社会的条件や、
事業活動の実態に即応したきめ細かい指導が可能
であることから、市町等では環境汚染を防止する
ための有効な手段として広く活用されています。

従来の公害防止協定を含む環境保全協定の締結
件数は平成19（2007）年度末で1,298件となって
います。

2 
2－1 環境影響評価制度

環境影響評価制度、いわゆる環境アセスメント
は、開発事業等が環境に及ぼす影響について、事
業者が事前に調査・予測及び評価を行って、その
結果を公表し、これに対する環境保全の見地から
の知事、関係市町長、住民等の意見を聴いたうえ
で、事業者自らが環境配慮を行い開発事業等を実
施することにより、自然環境・生活環境を保全し
ていくための制度です。

三重県では昭和54（1979）年に「環境影響評
価の実施に関する指導要綱」を制定して以来、こ
の制度により環境保全を進めてきましたが、平成
９（1997）年６月に環境影響評価法が制定され

環境汚染等の未然防止

たことに伴い、三重県の環境影響評価制度につい
ても、制度の充実・強化を図るため、平成10

（1998）年12月に「三重県環境影響評価条例」を
制定し、平成11（1999）年６月12日から全面施
行しました。

条例は、一定規模以上の開発事業等に対し、環
境の保全について適正な配慮を確保することを目
的とし、従来の要綱に比べ、土石の採取・鉱物の
掘採などの追加や規模要件の引き下げにより対象
事業の範囲を拡大しています。

また、調査・予測及び評価の項目や手法の決定
階段での公表や、住民等が事業者に対し意見書を
提出できる機会の増加など住民等の参画機会の拡
大・充実が図られました。

なお、条例に基づく手続きの体系は、図５ー１
ー１に示すとおりです。

また、要綱施行も含め、平成19（2007）年度
末までに評価書作成までの一連の手続きが終了し
たものは133件です。

平成19年度は、3件の事業の方法書（一般国道
の道路整備事業、風力発電事業及び土地区画整理
事業）と2件の事業の準備書（風力発電事業及び
工場の増設事業）について、地域及び事業の特性
を考慮し、大気環境や水環境の保全、希少動植物
の保護と生態系の保全、廃棄物の適正管理等につ
いて配慮するよう三重県環境影響評価委員会の答
申を受けて意見を述べました。

また、環境影響評価手続きであらかじめ調査・
予測・評価を行った内容について、事業者自らで
実際の影響を調査し、また、影響が大きい場合に
どのように対処を行ったかをまとめた事後調査報
告書の送付が、12件ありました。
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属独自のマネジメントを重視する分散管理型へ
と移行を図りました。

・平成18（2005）年度における全庁の取組結果
は、基準年度である平成15（2003）年度と比
較して、コピー用紙使用量は10トン削減、温
室効果ガスの排出量はCO2換算で45トン削減
できましたが、庁内オフィスごみ排出量は80
トンの増加となりました。

・ISO14001に取り組みはじめた平成11（1999）
年度から、ホームページ等により、その活動結
果を公表してきましたが、平成14（2002）年
度からは、他の都道府県にさきがけて、県が事
業体として取り組んできた環境活動の結果を環
境報告書という形で毎年度公表しています。平
成18（2006）年度には、財団法人地球・人間
環境フォーラム及び環境省主催の第10回環境
コミュニケーション大賞で「環境報告書部門環
境報告優秀賞（地球・人間環境フォーラム理事
長賞）」を受賞しました。

5－2 環境調整システムの推進

三重県では、自ら実施する開発事業について、
その計画を立案する段階から、環境保全に対する
配慮を審議・調整する環境調整システムを運用
し、県開発事業における環境配慮の徹底を図って
います。平成19（2007）年度には4件の開発事業
について審議・調整を行いました。

対象とする開発事業の種類は次のとおりです。
①道路の整備
②河川・ダム等の整備
③海岸の整備
④公有水面の整備
⑤港湾の整備
⑥森林の整備
⑦公園の整備
⑧下水道の整備
⑨水道の整備
⑩農業農村の整備
⑪発電所の整備
⑫建物の建設
⑬用地の整備
⑭その他

5－3 組織的な取組を進める三重県庁のグリーン

購入

平成13（2001）年10月１日に「みえ・グリー
ン購入基本方針」を新たに策定し、平成13（2001）
年度に日常的に購入する全ての消耗品（単価契約
物品）を環境配慮型商品にしました。平成14

（2002）年度からは、物品だけでなく、役務や公
共工事部門についても数値目標を定めてグリーン
購入に取り組んでいます。その後、「三重県リサ
イクル製品利用推進条例」や県産材利用推進のた
めの「三重の木」制度による認定製品について、
三重県独自のグリーン購入の取組とし、これらの
優先購入に努めています。

また、平成17（2005）年4月に基本方針の一部
改 正 を 行 い 、 事 業 者 の 選 定 に あ た っ て は 、
ISO14001をはじめ、みえ・環境マネジメントシ
ステム・スタンダード（M-EMS:ミームス）等の
導入により適切な環境マネジメントを行っている
ことなども考慮し、事業者に対して環境保全活動
への積極的な取組を働きかけています。

さらに、平成18（2006）年7月に、基本方針の
前文に「ごみゼロ社会の実現」や「地球温暖化の
防止」の視点を追加し、三重県庁ISO14001の環
境方針と整合を図りました。

公用車については、「三重県低公害車等技術指
針」を平成18（2006）年3月に改正し、より一層
の低公害車の導入を進めています。

県庁の各機関を結んだ情報ネットワークとリサ
イクルセンターを利用したリサイクルシステムを
構築し、各部署で不要になった物品の情報交換と
有効利用を行っています。

平成12（2000）年5月には、グリーン購入ネッ
トワーク主催の「第3回グリーン購入大賞」を受
賞しました。

公用車については、「三重県低公害車等技術指
針」を平成18（2006）年３月に改正し、より一
層の低公害車の導入を進めています。

また、平成17（2005）年４月に基本方針の一
部改正を行い、事業者の選定にあたっては、
ISO14001をはじめ、みえ・環境マネジメントシ
ステム・スタンダード（Ｍ－ＥＭＳ：ミームス）
等の導入により適切な環境管理を行っていること
なども考慮し、事業者に対して環境保全活動への
積極的な取組を働きかけています。

さらに、平成18（2006）年7月には、基本方針
の前文に「ごみゼロ社会の実現」や「地球温暖化
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の防止」の視点を追加し、三重県庁ISO14001の
環境方針と整合を図りました。

県庁の各機関を結んだ情報ネットワークとリサ
イクルセンターを利用したリサイクルシステムを
構築し、各部署で不要になった物品の情報交換と
有効利用を行っています。

なお、平成12（2000）年５月には、グリーン
購入ネットワークから「第３回グリーン購入大賞」
をいただきました。

5－4 市町における環境経営の促進

市町等におけるISO１４００１ネットワーク化の促進
市町が率先して環境保全に取り組むことは、地

域での環境保全活動の推進に大きな効果があるこ
とから、ISO14001の認証取得や、その効果的な
運用について支援してきました。

平成19（2007）年度は、市町相互の情報交換
や、市町と県とのネットワーク化を進めることに
より、環境保全取組の一層の向上を図るため、三
重県自治体ISO14001ネットワーク会議を３回開
催しました。
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